
 

議案第１４号 

 

   損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 令和４年１２月１日に国保匝瑳市民病院に入院した者が、同年１２月１６日に

死亡した件に係る損害賠償の額を別紙のとおり決定し、和解する。 

 

  令和５年１２月１９日提出 

 

匝瑳市長  宮 内  康 幸   
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損害賠償の額の決定及び和解について 

 

１ 損 害 賠 償 額  金１，０００，０００円 

 

２ 和解の相手方  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

          ●● ●● 

          ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

          ●● ●● 

 

３ 和 解 の 内 容 

（１） 市は、相手方に対し、本件の解決金として金１，０００，０００円を

支払うこととし、これを本合意成立時から１か月を経過するまでに、相手方

指定の金融機関口座に振り込む方法により支払う。この場合において、振込

手数料は、市の負担とする。 

（２） 相手方は、本件に関し、市及び市の医療従事者（本件当時に医療従事

者であった者を含む。以下「市等」という。）に対する損害賠償請求権を放

棄し、市等に対し、名目の如何にかかわらず、民事上、刑事上及び行政上等

の一切の責任追及を行わず、また誹謗
ひ ぼ う

中傷、信用棄損を行わない。 

（３） 相手方及び市は、本件及び本合意に至る経過、本合意の内容につき、

正当な理由なく第三者に開示、漏えい等しないことを確約する。 

（４） 相手方及び市は、相手方と市との間には、本合意書に定めるもののほ

か、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 

（５） 相手方は、相手方以外に亡●●●●氏の相続人がいないことを確約し、

亡●●●●氏の相続人であると主張して市に請求を行う者が現れた場合には、

相手方が責任をもって同人に対応するものとする。 


